
東京都26市　常勤特別職職員退職手当支給率　一覧 資料４

条例本則上の算出方法 支給方法 支給率 1年毎の支給額 条例本則上の算出方法 支給方法 支給率 1年毎の支給額 条例本則上の算出方法 支給方法 支給率 1年毎の支給額

八 王 子 市 給料月額×在職１年につき100分の436 任期毎 4.36 4,839,600 給料月額×在職１年につき100分の261 任期毎 2.61 2,453,400 給料月額×在職１年につき100分の226 任期毎 2.26 1,830,600

立 川 市 給料月額×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,643,500 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,703,000 給料月額×在職１年につき100分の200 任期毎 2.00 1,598,000

武 蔵 野 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 4,120,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,595,000 給料月額×在職１年につき100分の270 任期毎 2.70 2,187,000

三 鷹 市 給料月額×在職１年につき100分の380 任期毎 3.80 3,914,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,610,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 2,025,000

青 梅 市 給料月額×在職１年につき100分の330 任期毎 3.30 3,333,000 給料月額×在職１年につき100分の277 任期毎 2.77 2,437,600 給料月額×在職１年につき100分の228 任期毎 2.28 1,835,400

府 中 市 給料月額×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,780,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,790,000 給料月額×在職１年につき100分の200 任期毎 2.00 1,660,000

昭 島 市 給料月額×在職１年につき100分の380 任期毎 3.80 3,800,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,640,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 2,025,000

調 布 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 4,140,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,685,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 2,075,000

町 田 市 給料月額×在職１年につき100分の341 任期毎 3.41 3,614,600 給料月額×在職１年につき100分の287 任期毎 2.87 2,583,000 給料月額×在職１年につき100分の200 任期毎 2.00 1,640,000

小 金 井 市 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の338 任期毎 3.38 3,261,700 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の290 任期毎 2.90 2,392,500 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の242 任期毎 2.42 1,851,300

小 平 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 4,200,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,700,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 2,025,000

日 野 市 給料月額×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,465,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,535,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,962,500

東 村 山 市 給料月額×在職１年につき100分の310 任期毎 3.10 2,923,300 給料月額×在職１年につき100分の270 任期毎 2.70 2,162,700 給料月額×在職１年につき100分の180 任期毎 1.80 1,332,000

国 分 寺 市 給料月額×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,150,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,310,000 給料月額×在職１年につき100分の220 任期毎 2.20 1,562,000

（ 福 生 市 ） 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,600,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,322,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,817,500

狛 江 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,592,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,322,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,802,500

（ 東 大 和 市 ） 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,580,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,298,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,775,000

（ 清 瀬 市 ） 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,852,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,487,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,902,500

東 久 留 米 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,840,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,520,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,925,000

武 蔵 村 山 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,412,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,220,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,727,500

多 摩 市 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,802,400 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,492,400 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,973,250

（ 稲 城 市 ） 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,588,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,331,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,825,000

羽 村 市 給料月額（減額後）×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,009,000 給料月額（減額後）×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,065,500 給料月額（減額後）×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,608,750

（あきる野市） 給料月額×在職１年につき100分の400 任期毎 4.00 3,440,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,220,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,737,500

西 東 京 市 給料月額×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,465,000 給料月額×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,631,000 給料月額×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,945,000

（ 国 立 市 ） 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の350 任期毎 3.50 3,325,000 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の300 任期毎 3.00 2,445,000 給料月額（減額前）×在職１年につき100分の250 任期毎 2.50 1,875,000

26 市 平 均 3.78 3,641,927 2.96 2,459,658 2.39 1,827,819
25 市 平 均 3.79 3,654,604 2.95 2,460,244 2.39 1,825,932
中 央 線 平 均 3.64 3,688,420 2.97 2,560,200 2.28 1,802,400
小金井・国分寺 3.44 3,205,850 2.95 2,351,250 2.31 1,706,650
類 似 団 体 平 均 4.00 3,612,000 3.00 2,331,600 2.50 1,811,500
※金額は、平成31年4月1日現在の数値

※八王子市：市長支給なし（平成24年1月29日に在職する八王子市長が退職をした場合）

※小金井市：市長、副市長、教育長の給料月額抑制措置を行っているが、退職手当は本則の給料月額により支給

※羽村市：市長、副市長、教育長退職手当について、給料減額措置後の金額で支給

※国立市：市長、副市長、教育長の給料月額抑制措置を行っているが、退職手当は本則の給料月額により支給
※中央線沿線市：立川市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市

※類似団体：福生市、東大和市、清瀬市、稲城市、あきる野市

市長 副市長 教育長


